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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食塩を固形状調味料の全量に対して３０重量％～５０重量％と、食塩１００重量部に対
して５重量部～１５重量部の砂糖を含有する、固形状調味料。
【請求項２】
　砂糖がグラニュー糖である、請求項１に記載の固形状調味料。
【請求項３】
　砂糖以外の糖類、食用油脂、エキス、タンパク質加水分解物、しょうゆ、うま味調味料
、酸味料および香辛料からなる群より選択される１種または２種以上を含有する、請求項
１または２に記載の固形状調味料。
【請求項４】
　砂糖以外の糖類が乳糖である、請求項３に記載の固形状調味料。
【請求項５】
　粉末状または顆粒状である、請求項１～４のいずれか１項に記載の固形状調味料。
【請求項６】
　複数食分または複数回の使用量が、一つに包装されまたは一つの容器に充填されている
、請求項１～５のいずれか１項に記載の固形状調味料を含む製品。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、保存中の耐吸湿固結性が改善された固形状調味料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　粉末状、顆粒状、キューブ状等の固形状調味料は、一般家庭および食品業界において広
く使用されており、その利便性により各種料理に幅広く利用され現在の食生活に欠かせな
いものになっている。
　固形状調味料は、主として、１食分もしくは１回の使用量が個包装された状態、または
、複数食分もしくは複数回の使用量が一つに包装され、もしくは一つの容器に充填された
状態で提供されている。特に、後者の固形状調味料は、使用量の調整が容易で、微妙な調
味に便利であることから、その需要が高まっている。
【０００３】
　このような固形状調味料において、特に複数食分もしくは複数回の使用量が一つに包装
され、もしくは一つの容器に充填されているものについては、包装体または容器を開封し
、固形状調味料を取り出して使用した後、包装体または容器を密封し、そのまま残りの固
形状調味料を保存するということが繰り返されている。一度包装体または容器を開封した
後に固形状調味料を保存する場合、固形状調味料が、空気中に含まれる水分を吸収するこ
とで、経時的に吸湿し固結してしまうといった問題が生じていた。包装体または容器の開
封を繰り返す度に、固形状調味料は新たな水分を吸収して、その固結が進行し、特に空気
と触れ合う面積が大きい粉末状や、顆粒状の調味料については、吸湿が顕著に見られた。
【０００４】
　固形状調味料の吸湿は、その味覚や外観における品質劣化を引き起こすことはもちろん
であるが、吸湿後に固形状調味料が固結することで大きな塊が形成される場合があり、そ
の後の固形状調味料の取扱いが困難になるという問題を生じていた。
【０００５】
　粉末食品組成物、粉体等の吸湿性物質に対し、耐吸湿性を付与すべく、これまでに様々
な手法が検討されてきた。例えば、特定の粒子径を有する低水分化した顆粒状澱粉を粉末
食品組成物に添加する方法（特許文献１参照）、アルファー化度が７０％以上で、水分が
１２％以下のアルファー化澱粉を食品用粉体と混合する方法（特許文献２参照）、大豆食
物繊維等の大豆多糖類を、食品等として用いられる製剤組成物に添加する方法（特許文献
３参照）、食塩を食用油脂や脂肪酸モノグリセリドでコーティングする方法（特許文献４
参照）、吸湿性成分を含有する含水原料にエタノールを添加して噴霧乾燥する方法（特許
文献５参照）等が知られている。
　しかしながら、これらの手法によっては、吸湿性が改善されたとしても吸湿に至る時間
が遅くなるだけであり、根本的な吸湿性の改善には至らなかった。またこれらの手法は、
呈味に関連せず、通常の調味料には不要である原料を添加する必要があるため、原料コス
トの上昇を招き、さらに、複雑な製造工程の実施を要する場合には、その工程により製造
コストが上昇してしまうといった課題があった。
【０００６】
　また、振り出し容器に充填された風味調味料において、糖類の配合量を０～５重量％に
することで、吸湿による固結を抑制する手法（特許文献６参照）が知られている。
　しかしながら、この手法は、全ての糖類についてその使用を厳しく制限するものであり
、調味料の呈味に関する組成上のアプローチのみならず、その物性に関する組成上のアプ
ローチ手法をも狭く限定してしまうという課題があった。特に、粉末状の調味料において
賦形剤として汎用される乳糖の使用を制限することは、粉末状調味料の製法の自由度や製
品安定性等に非常に大きな影響を及ぼし、従来通りに乳糖を賦形剤として使用できる方法
が強く求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－２２９８３２号公報
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【特許文献２】特開昭６３－３１３５７４号公報
【特許文献３】特開２０００－２７９１０４号公報
【特許文献４】特開２００５－１８５２６１号公報
【特許文献５】特開２００９－２０７４７７号公報
【特許文献６】特開２００５－２７００５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、呈味に関連しない原料を使用することなく、また複雑な製造工程をも必要と
せずに、固形状調味料の吸湿による固結を抑制することを目的とする。さらに、本発明は
、固形状調味料の品質に影響を及ぼすことなく、安価かつ容易に、固形状調味料の耐吸湿
固結性を根本的に改善することを目的とする。また、長期保存された場合にも、固結を生
じにくく、安定した品質を維持することのできる固形状調味料の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、固形状調味料に広く一般的
に配合される原料である食塩と砂糖とが、特定の比率で共存することが固形状調味料の吸
湿、固結の主な原因であることを見出し、固形状調味料における砂糖の含有量を、食塩１
００重量部に対して０～１５重量部とすることにより上記課題を解決し、本発明を完成す
るに至った。
【００１０】
　すなわち、本発明は以下に関する。
［１］食塩を固形状調味料の全量に対して３０重量％～５０重量％と、食塩１００重量部
に対して０～１５重量部の砂糖を含有する、固形状調味料。
［２］砂糖の含有量が食塩１００重量部に対して５重量部～１５重量部である、［１］に
記載の固形状調味料。
［３］砂糖がグラニュー糖である、［１］または［２］に記載の固形状調味料。
［４］砂糖以外の糖類、食用油脂、エキス、タンパク質加水分解物、しょうゆ、うま味調
味料、酸味料および香辛料からなる群より選択される１種または２種以上を含有する、［
１］～［３］のいずれかに記載の固形状調味料。
［５］砂糖以外の糖類が乳糖である、［４］に記載の固形状調味料。
［６］粉末状または顆粒状である、［１］～［５］のいずれかに記載の固形状調味料。
［７］複数食分または複数回の使用量が、一つに包装されまたは一つの容器に充填されて
いる、［１］～［６］のいずれかに記載の固形状調味料。
［８］食塩を固形状調味料の全量に対して３０重量％～５０重量％含有する固形状調味料
において、砂糖の含有量を、食塩１００重量部に対して０～１５重量部とすることを含む
、固形状調味料の吸湿および固結を抑制する方法。
［９］砂糖の含有量を、食塩１００重量部に対して５重量部～１５重量部とする、［８］
に記載の方法。
［１０］砂糖がグラニュー糖である、［８］または［９］に記載の方法。
［１１］砂糖以外の糖類、食用油脂、エキス、タンパク質加水分解物、しょうゆ、うま味
調味料、酸味料および香辛料からなる群より選択される１種または２種以上を添加するこ
とを含む、［８］～［１０］のいずれかに記載の方法。
［１２］砂糖以外の糖類が乳糖である、［１１］に記載の方法。
［１３］固形状調味料が粉末状または顆粒状である、［８］～［１２］のいずれかに記載
の方法。
［１４］固形状調味料が、複数食分または複数回の使用量が一つに包装されまたは一つの
容器に充填された形態の固形状調味料である、［８］～［１３］のいずれかに記載の方法
。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明は、味覚に重要な塩味に関与する食塩の配合量は変更せずとも、食塩に対する砂
糖の含有量比を調整することにより、固形状調味料の吸湿による固結の根本的な原因を解
消することができる。それゆえ、本発明は、固形状調味料における耐吸湿固結性を根本的
に改善し、保存中における固形状調味料の品質を長期間安定に維持することができる。
　また本発明においては、砂糖以外の糖類は制限されることなく使用することが可能であ
る。それゆえ、乳糖も従来通り賦形剤として使用することができ、固形状調味料の製法に
おける制限が少ない。
　さらに、本発明により、吸湿による固結が抑制される結果、特に、複数食分または複数
回の使用量が、一つに包装されまたは一つの容器に充填された固形状調味料において、該
調味料の包装体または容器が開封され、該調味料が繰り返し使用された場合、または該調
味料の包装体または容器の開封後に、該調味料が長期間保存された場合においても、安定
した品質が維持され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例５～７の固形状調味料および比較例４の固形状調味料について、
水分量の経時的な変化と、固結に至った時期を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の固形状調味料は、食塩を固形状調味料の全量に対して３０重量％～５０重量％
と、食塩１００重量部に対して０～１５重量部の砂糖を含有する。
【００１４】
　本明細書において「固形状調味料」とは、粉末状、粒状、顆粒状等の調味料、およびキ
ューブ状またはブロック状等に成形された調味料をいう。
　なお、調味における使用性や効率の観点からは、本発明の固形状調味料は、粉末状また
は顆粒状であることが好ましい。
　また、本明細書において「調味料」とは、料理に対して味付けをする目的で使用される
食品または食品添加物をいう。
　本発明の固形状調味料は、好ましくは、和風料理、洋風料理、中華風料理等の各種料理
に使用する汁やスープに対して、鰹節、コンブ、シイタケ、煮干、鶏肉、牛肉等の香りお
よび味を付与する風味調味料、または、水等に溶かすだけで、各種料理における汁やスー
プとして使用できるものとして、提供される。
【００１５】
　本発明の固形状調味料に含有される食塩は、料理に塩味を付与するのに重要である。本
発明における「食塩」は、通常、塩化ナトリウムを乾燥重量あたり９７重量％以上含み、
コーデックス規格（国際食品規格）を満たす食用塩である。
　本発明の固形状調味料に含有される食塩とは、固形状調味料において、結晶状態で存在
する食塩をいう。食塩の結晶の形状および大きさは特に限定されないが、一般的に用いら
れる「食用塩」に見られる、一辺の長さが０．２ｍｍ～０．７５ｍｍ程度の正六面体であ
るものが好ましく用いられる。
　本発明の固形状調味料において、食塩は、固形状調味料の全量に対し３０重量％～５０
重量％含有され、好ましくは３５重量％～４５重量％含有される。
【００１６】
　本発明の固形状調味料には、食塩１００重量部に対して０～１５重量部の砂糖が含有さ
れる。砂糖の含有量が、食塩に対して前記範囲内であれば、固形状調味料の吸湿が良好に
抑制される。固形状調味料の味に対する影響の観点からは、砂糖は、食塩１００重量部に
対して５重量部以上含有されることが好ましい。固形状調味料の味に対する影響および吸
湿抑制効果の双方を考慮すると、砂糖の含有量は、食塩１００重量部に対して１０重量部
～１５重量部とすることがより好ましい。
【００１７】
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　本発明の固形状調味料に含有される砂糖は、甘味を有する糖の結晶である。
　本発明において、砂糖としては、サトウキビ、テンサイ、サトウカエデ、オウギヤシ、
スイートソルガム等のいずれを原料とするものでも、特に制限なく用いることができる。
　また、本発明においては、上記原料から通常の製造方法によって生成される含蜜糖およ
び分蜜糖のいずれも用いることができ、種々の結晶状態のものが用いられる。
　含蜜糖としては、たとえば、黒砂糖、白下糖、カナソード（赤砂糖）、和三盆、ソルガ
ム糖、メープルシュガー等が挙げられる。分蜜糖としては、結晶が大きく乾いてさらさら
しているザラメ糖（たとえば、白双糖、中双糖、グラニュー糖等）、結晶が小さくしっと
りとした手触りのある車糖（たとえば、上白糖、三温糖等）、ザラメ糖を原料として製造
される加工糖（たとえば、角砂糖、氷砂糖、粉砂糖、顆粒状糖等）等が挙げられる。
　本発明の目的には、ショ糖を主成分として含有する精製糖である上白糖や、結晶の取扱
い性が良好なグラニュー糖が好ましく用いられ、グラニュー糖がより好ましく用いられる
。
　なお、本発明の固形状調味料に含有される砂糖とは、固形状調味料において、結晶状態
で存在する砂糖をいう。
【００１８】
　本発明の固形状調味料に、当初は液状成分として添加されても、固形状調味料中では結
晶状態で存在することになる食塩や砂糖が存在する場合、上記した固形状調味料の全量に
対する食塩の含有量や、食塩１００重量部に対する砂糖の含有量比は、前記食塩や砂糖の
量を加味して算出される。
【００１９】
　本発明の固形状調味料には、本発明の特徴を損なわない範囲で、さらに一般的な栄養成
分や、食塩および砂糖以外の呈味成分を含有させることができる。
　かかる栄養成分および呈味成分としては、炭水化物、脂質、タンパク質をはじめとする
栄養素、栄養素の供給源となる各種エキス類、栄養強化剤、調味のために使用される食品
および食品添加物等が挙げられる。
【００２０】
　具体的には、砂糖以外の糖類（たとえば、ブドウ糖、果糖、乳糖、デキストリン、デン
プン等）、食用油脂（たとえば、食用サフラワー油、食用ブドウ油、食用大豆油、食用ヒ
マワリ油、食用トウモロコシ油、食用綿実油、食用ゴマ油、食用ナタネ油、食用コメ油、
食用落花生油、食用オリーブ油等の食用植物油、ヘット、ラード等の食用動物脂等）、野
菜（たとえば、ニンジン、タマネギ、セロリ、ハクサイ、キャベツ等）の粉末およびそれ
らのエキス、海藻（たとえば、コンブ、ワカメ等）の粉末およびそれらのエキス、キノコ
（たとえば、マツタケ、シイタケ、シメジ等）の粉末およびそれらのエキス、魚介類（た
とえば、カツオ、サバ、アジ、イワシ、エビ、ホタテ、カキ等）の粉末およびそれらのエ
キス、畜肉（たとえば、ビーフ、ポーク、チキン等）の粉末およびそれらのエキス、タン
パク質加水分解物、各種ビタミン類（たとえば、ビタミンＡ、ビタミンＢ群（ビタミンＢ

１、ビタミンＢ２、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンＢ６、ビオチン、葉酸、ビタミ
ンＢ１２）、ビタミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ビタミンＫ等）、各種ミネラル類（
たとえば、マグネシウム、亜鉛、鉄、ナトリウム、カリウム、セレン等）、アミノ酸類（
たとえば、ＤＬ－アラニン、Ｌ－イソロイシン、Ｌ－セリン、Ｌ－トリプトファン、Ｌ－
トレオニン、Ｌ－バリン、Ｌ－リシン、Ｌ－ロイシン等）、しょうゆ（たとえば、こいく
ちしょうゆ、うすくちしょうゆ、しろしょうゆ、たまりしょうゆ、再仕込みしょうゆ、か
えししょうゆ等）、酵母エキス、うま味調味料（たとえば、Ｌ－グルタミン酸ナトリウム
、Ｌ－アスパラギン酸ナトリウム、ＤＬ－アラニン、グリシン等のアミノ酸系調味料、イ
ノシン酸二ナトリウム、グアニル酸二ナトリウム等の核酸系調味料、コハク酸ナトリウム
、コハク酸二ナトリウム等の有機酸系調味料等）、甘味料（たとえば、アスパルテーム、
グリチルリチン酸二ナトリウム、サッカリン等）、酸味料（たとえば、クエン酸、コハク
酸、酢酸、酢酸ナトリウム、リンゴ酸等）、苦味料（たとえば、カフェイン、ナリンジン
、ニガヨモギ抽出物等）、香辛料（たとえば、オレガノ、コショウ、セージ、タイム、ロ
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ーズマリー、ガーリック、ローレル、クローブ等）等が挙げられる。
【００２１】
　本発明の固形状調味料には、味および栄養学的見地から、食塩および砂糖の他に、砂糖
以外の糖類、食用油脂、各種エキス、タンパク質加水分解物、しょうゆ、うま味調味料、
酸味料および香辛料からなる群より選択される１種または２種以上を含有させることが好
ましい。特に、砂糖以外の糖類は、固形状調味料の呈する甘味を補う上で、好ましく用い
られ、また、後述するように、賦形剤、結合剤等としても好適に用いられる。
　なお、本発明の固形状調味料には、各種エキスやしょうゆ等は、液体の状態でも含有さ
せることができる。
　砂糖以外の糖類、食用油脂、各種エキス、タンパク質加水分解物、しょうゆ、うま味調
味料、酸味料および香辛料からなる群より選択される１種または２種以上は、それらの総
含有量にして、固形状調味料の全量に対し、４２．５重量％～７０重量％含有させること
が好ましく、５０重量％～７０重量％含有させることがより好ましい。
【００２２】
　また、本発明の固形状調味料には、必要に応じて、一般的な食品用添加剤、例えば賦形
剤（乳糖、デンプン、Ｄ－マンニトール等）、結合剤（アルファー化デンプン、カルボキ
シメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、セラック、カンテン、ゼラチン等
）、崩壊剤（結晶セルロース、デキストリン等）、滑沢剤（タルク、流動パラフィン等）
、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル等）、増粘安定剤（アラビ
アガム、グアーガム、キサンタンガム等）、酸化防止剤（混合ビタミンＥ、エリソルビン
酸ナトリウム等）、保存料（安息香酸ナトリウム、ソルビン酸等）、着色料（クチナシ黄
色素、赤色２号等）、香料（オレンジ、リンゴ、バラ、ラベンダー等の天然香料、アニス
アルデヒド、ゲラニオール、バニリン、ｌ－メントール等の合成香料等）、製造用剤（か
ん水、結着剤等）等を添加することができる。
【００２３】
　本発明の固形状調味料は、食塩および砂糖に、必要に応じて上記した栄養成分や呈味成
分、あるいは一般的な食品用添加剤を加えて、通常の食品の製造方法に従って製造するこ
とができる。
　たとえば、食塩、砂糖、栄養成分および呈味成分に、賦形剤等の添加剤を加え、混和し
て均一とし、必要に応じて粉砕、整粒して、粉末状の調味料とすることができる。
　また、食塩、砂糖、栄養成分および呈味成分に、必要に応じて結合剤を加えて混合し、
撹拌造粒、押出造粒、流動層造粒等の一般的な造粒方法により造粒して、顆粒状の調味料
とすることができる。
　さらに、粉末状または顆粒状の調味料を、圧縮成形、押出成形等により成形し、キュー
ブ状、ブロック状等の調味料とすることができる。
【００２４】
　本発明により、固形状調味料の吸湿による固結が良好に抑制されるため、本発明の固形
状調味料は、吸湿による固結がより問題となる粉末状または顆粒状の形態で、より好適に
提供され得る。
　本発明の粉末状の固形状調味料の粒度は、通常約０．１ｍｍ～０．３ｍｍである。
　また、本発明の顆粒状の固形状調味料の粒度は、通常約０．５ｍｍ～３ｍｍであり、好
ましくは約０．８ｍｍ～２ｍｍである。
　なお、固形状調味料の上記粒度は、通常、ふるい分け法により測定される。ふるい分け
法による測定は、たとえば、日本工業規格（ＪＩＳ）　Ｚ　８８１５－１９９４を参照し
て、電磁式振とう機ＡＳ２００（レッチェ社製）を使用し、目開きが３．３５ｍｍ、２．
３６ｍｍ、１．７０ｍｍ、１．４０ｍｍ、０．８５ｍｍおよび０．５０ｍｍのふるいを用
いて、振幅２ｍｍ、２分間振とうの条件で行う。
【００２５】
　本発明の固形状調味料は、１食分もしくは１回の使用量を、紙（上質紙、クラフト紙、
グラシン紙等）、プラスチックフィルム（ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン
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テレフタレート、ナイロン、ポリ塩化ビニリデン等のフィルム、これらのアルミニウム蒸
着フィルム、積層フィルム等）等により個包装し、複数の個包装した固形状調味料を、さ
らに紙や袋等の包装体により包装し、もしくは箱、プラスチックボトル、びん、缶、パウ
チ等の容器に収納して提供してもよい。あるいは、複数食分もしくは複数回の使用量を、
袋等、一つの包装体により包装し、もしくはプラスチックボトル、びん、缶、パウチ等、
一つの容器に充填して提供してもよい。
　本発明の固形状調味料を包装または充填する包装体または容器は、レールファスナー、
シール等の付いた袋、パッキング付容器、ジッパー付きパウチ等の開封後に再密封が可能
なものであってもよいが、開封後に再密封できない包装体または容器であっても、問題な
く用いることができる。
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内において、多
様化する包装容器形態にて使用され得ることは勿論である。
【００２６】
　上述した通り、本発明の固形状調味料においては、砂糖の配合量が、食塩１００重量部
に対して１５重量部以下に制限される。その結果、固形状調味料の吸湿速度が飛躍的に遅
延し、極めて固結し難くなる。
　本発明の固形状調味料は、空気中にさらされた場合においても吸湿し難く、固結が生じ
にくい。
　それゆえ、１食分もしくは１回の使用量が個包装された形態の固形状調味料、および、
複数食分もしくは複数回の使用量が一つに包装されもしくは一つの容器に充填された形態
の固形状調味料のいずれにおいても、固形状調味料の吸湿および固結が良好に抑制される
。特に、複数食分もしくは複数回の使用量が一つに包装されもしくは一つの容器に充填さ
れた形態の固形状調味料において、包装体や容器が開封された後固形状調味料が複数回繰
り返し使用された場合や、固形状調味料が１回使用された後、長期間保存された場合にも
、固形状調味料の吸湿および固結が良好に抑制される。
　また、開封後に再密封することができない包装体や容器を用いた場合であっても、固形
状調味料を良好に保存することができる。
　さらに、本発明の固形状調味料においては、賦形剤として乳糖を使用することが制限さ
れないため、従来通りの製造方法により固形状調味料を製造することが可能である。
【００２７】
　また、本発明は、耐吸湿固結性の改善された固形状調味料の製造方法（以下、本明細書
において「本発明の製造方法」ともいう）を提供する。
　本発明の製造方法は、固形状調味料の全量に対し３０重量％～５０重量％の食塩と、前
記食塩１００重量部に対し、０～１５重量部の砂糖を含有させる工程を含む。
　本発明の製造方法において、砂糖の含有量は、食塩１００重量部に対し、５重量部～１
５重量部とすることが好ましく、１０重量部～１５重量部とすることがより好ましい。
　なお、本発明の製造方法における「固形状調味料」、「食塩」および「砂糖」について
は、上記した通りであり、食塩および砂糖は、固形状調味料において、結晶状態で存在す
るものをいう。
【００２８】
　本発明の製造方法は、さらに、栄養成分や呈味成分、一般的な食品用添加剤を含有させ
る工程を含む。
　栄養成分や呈味成分、食品用添加剤については、上記した通りである。
　なお、味および栄養学的見地から、栄養成分や呈味成分として、砂糖以外の糖類、食用
油脂、エキス、タンパク質加水分解物、しょうゆ、うま味調味料、酸味料および香辛料か
らなる群より選択される１種または２種以上を含有させることが好ましい。
　また、固形状調味料の呈する甘味を補い、製剤安定性に寄与するという観点から、砂糖
以外の糖類を含有させることが好ましく、乳糖を含有させることがさらに好ましい。
【００２９】
　さらに、本発明の製造方法は、食塩と砂糖を含有する上記混合物を粉砕し、整粒し、も
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しくは造粒し、または所望の形態に成形する工程を含む。
　本発明の製造方法により製造される耐吸湿固結性の改善された固形状調味料の形態、粒
度等については、上記した通りである。
【００３０】
　さらにまた、本発明の製造方法は、１食分もしくは１回の使用量の固形状調味料を個包
装し、次いで一つの包装体により包装し、もしくは一つの容器に収納する工程、あるいは
、複数食分もしくは複数回の使用量の固形状調味料を、一つの包装体により包装し、もし
くは一つの容器に充填する工程を含む。
【００３１】
　本発明の製造方法により、吸湿速度が飛躍的に遅延され、耐吸湿固結性の改善された固
形状調味料を得ることができる。
【００３２】
　さらに、本発明は、固形状調味料の吸湿および固結を抑制する方法（以下、本明細書に
おいて「本発明の方法」ともいう）を提供する。
　本発明の方法は、食塩を３０重量％～５０重量％含有する固形状調味料において、砂糖
の含有量を、食塩１００重量部に対し、０～１５重量部とすることを含む。
【００３３】
　本発明の方法における「固形状調味料」、「食塩」および「砂糖」については、上記し
た通りである。
　本発明の方法における砂糖の含有量は、食塩１００重量部に対し、５重量部～１５重量
部とすることが好ましく、１０重量部～１５重量部とすることがより好ましい。
【００３４】
　本発明の方法においては、必要に応じて、上記した栄養成分や呈味成分、一般的な食品
用添加剤を、固形状調味料に添加してもよい。
　味および栄養学的見地から、本発明の方法は、好ましくは、さらに、砂糖以外の糖類、
食用油脂、エキス、タンパク質加水分解物、しょうゆ、うま味調味料、酸味料および香辛
料からなる群より選択される１種または２種以上を添加することを含む。
　固形状調味料の呈する甘味を補いながら、賦形剤、結合剤等として固形状調味料の製剤
安定化に寄与するという観点からは、本発明の方法は、より好ましくは、栄養成分および
呈味成分として、砂糖以外の糖類を添加することを含み、さらに好ましくは、砂糖以外の
糖類として乳糖を添加することを含む。
　本発明の方法が、エキス、しょうゆ等の液状成分を添加することを含む場合、それらに
含有された状態で添加され、固形状調味料中では結晶の状態で存在することになる食塩や
砂糖の含有量は、上記した食塩の含有量、および食塩１００重量部に対する砂糖の含有量
比の算出に際して加味される。
【００３５】
　本発明の方法における固形状調味料の形状、粒度、製造方法については、上記した通り
である。
　また、本発明の方法における固形状調味料は、上記したように、１食分もしくは１回の
使用量を個包装し、複数の個包装した固形状調味料を、さらに一つの包装体により包装し
、もしくは一つの容器に収納した形態、あるいは、複数食分もしくは複数回の使用量を、
一つの包装体により包装し、もしくは一つの容器に充填した形態で、提供され得る。
【００３６】
　本発明の方法は、固形状調味料の吸湿速度を飛躍的に遅延させ、固形状調味料の吸湿に
よる固結を良好に抑制することができる。
　従って、本発明の方法は、１食分もしくは１回の使用量が個包装された形態の固形状調
味料、および、複数食分もしくは複数回の使用量が、一つの包装体により包装され、もし
くは一つの容器に充填された形態の固形状調味料のいずれにおいても、良好に適用される
が、複数食分もしくは複数回の使用量が、一つの包装体により包装され、もしくは一つの
容器に充填された形態の固形状調味料において、より好ましく適用される。
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【実施例】
【００３７】
　次に、本発明を以下の実施例によって詳細に説明するが、本発明はこれにより限定され
るものではない。
【００３８】
［実施例１～３、比較例１～３］
　表１に、固形状調味料に一般的に使用される原料である食塩、グラニュー糖、乳糖につ
いて、臨界相対湿度（ＣＲＨ；Critical Relative Humidity）を測定した結果を示した。
可溶性の粉体原料は、保存中に相対湿度（ＲＨ；Relative Humidity）が高くなり、ＣＲ
Ｈに達した時点で潮解に至り、場合によっては固結が生じる。ＣＲＨの測定は、水分活性
測定システムＡＷ－プロ（ロトロニック社製）により吸着等温線を求め、潮解時のＡｗ値
から判断することにより行った。水分活性の測定条件はＤＶＳ（動的水蒸気吸着；Dynami
c Vapor Sorption）モード、温度＝２５℃、Ａｗ上昇ｓｔｅｐ＝０．０２とした。
【００３９】
　実施例１は、塩化ナトリウム濃度が９９．０重量％以上の食塩（株式会社日本海水製）
について、ＣＲＨを測定したものである。
　実施例２は、食塩およびグラニュー糖を、食塩：グラニュー糖＝９：１（重量比）にて
混合した混合物（グラニュー糖の含有量＝食塩１００重量部に対して１１．１重量部）に
ついて、ＣＲＨを測定したものである。
　実施例３は、食塩および乳糖を、食塩：乳糖＝５：５（重量比）にて混合した混合物に
ついて、ＣＲＨを測定したものである。
【００４０】
　比較例１は、食塩およびグラニュー糖を、食塩：グラニュー糖＝５：５（重量比）（グ
ラニュー糖の含有量＝食塩１００重量部に対して１００重量部）にて混合した混合物につ
いて、ＣＲＨを測定したものである。
　比較例２は、食塩およびグラニュー糖を、食塩：グラニュー糖＝１：９（重量比）（グ
ラニュー糖の含有量＝食塩１００重量部に対して９００重量部）にて混合した混合物につ
いて、ＣＲＨを測定したものである。
　比較例３は、グラニュー糖についてＣＲＨを測定したものである。
【００４１】
【表１】

【００４２】
　表１に示すＣＲＨの測定結果から明らかなように、実施例１～３においては、ＣＲＨは
７０％～７３％であり、グラニュー糖または乳糖の添加により、大きな変化は見られなか
った。
　これに対し、食塩１００重量部に対するグラニュー糖の添加量がそれぞれ１００重量部
および９００重量部である比較例１、２では、ＣＲＨはそれぞれ６１％であり、食塩単体
のＣＲＨ（７３％）に比べて大きく低下した。また、グラニュー糖単体である比較例３の
ＣＲＨ（８３％）と比較しても、ＣＲＨは大きく低下した。
　すなわち、比較例１、２に比べ、実施例２、３では潮解が生じ難いことが示された。実
施例２、３では、グラニュー糖または乳糖を含有するにもかかわらず、食塩単体の場合と
同様に、潮解の生じにくい状態が維持されていることがわかる。
【００４３】
　［実施例５～７、比較例４］固形状調味料
　表２に示す含有量にて、食塩、グラニュー糖、乳糖およびその他の原料を混合し、押出
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造粒により造粒して、顆粒状の調味料を調製した。なお、その他の原料としては、しょう
ゆ、エキス（畜肉エキス、野菜エキスおよび酵母エキスの混合物）、香辛料（ガーリック
、コショウ、ローレルおよびクローブ）ならびにうま味調味料（Ｌ－グルタミン酸ナトリ
ウム、イノシン酸二ナトリウムおよびコハク酸二ナトリウム）を、１：４：３：２３の重
量比にて混合して用いた。その他の原料に含まれる塩分は、調味料に対して約０．２重量
％であった。
　実施例５および６の各調味料におけるグラニュー糖の含有量は、食塩１００重量部に対
し、それぞれ１４．６重量部および７．３重量部であり、実施例７の調味料はグラニュー
糖を含有しない。
　一方、比較例４の調味料におけるグラニュー糖の含有量は、食塩１００重量部に対し、
３４．０重量部である。
【００４４】
　実施例５～７および比較例４の各調味料について、水分量と固結に至るまでの時間（固
結時間）を測定した。各調味料の水分量は、秤量瓶に実施例および比較例の各調味料をそ
れぞれ３ｇ量り取り、恒温恒湿槽（「ＬＨ３３－１３Ｐ」、ナガノサイエンス株式会社製
）内に開放状態で静置し、温度３０℃、湿度３０％の条件下で平衡化させた後に、条件を
温度３０℃、湿度６５％に変更した後、減圧乾燥法（条件；４ｋＰａ、７０℃、５時間）
により経時的に測定し、各調味料の乾燥重量に対する水分量（重量％Ｄ．Ｂ．）にて示し
た。また、各調味料の状態を経時的に観察し、固結に至るまでに要した時間を固結時間と
した。固結に至ったかどうかは、ＶＯＲＴＥＸ-ＧＥＮＩＥ２（サイエンティフィックイ
ンダストリーズ社製）により、秤量瓶に量り取った各調味料に振動（目盛５で１０秒間）
を与えても、秤量瓶の底面積の半分以上に調味料の付着が認められ、秤量瓶を振っても調
味料の凝集が残り、サラサラにならない状態を、「固結に至った」として判断した。
　固結時間の測定結果は、表２に併せて示した。また、各調味料の水分量の経時的な変化
の様子を図１に示し、固結に至った時期を、図中「↑」にて示した。
【００４５】
【表２】

【００４６】
　表２および図１に示されるように、比較例４の調味料では、実験開始直後から激しい吸
湿が起こり、短時間で固結に至ったが、実施例５および６の各調味料では、吸湿が抑制さ
れた結果、固結時間が増大し、固結しにくくなったことがわかる。実施例７の調味料では
、吸湿が顕著に抑制され、観察時間（１３４０分）内に固結には至らなかった。
【００４７】
　以上のことから、本発明において期待される耐吸湿固結効果を得るためには、固形状調
味料における砂糖の含有量を、固形状調味料に含有される食塩１００重量部に対し、０～
１５重量部とする必要があることが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　以上詳述したように、本発明により、吸湿による固結が良好に抑制され、保存安定性に
優れる固形状調味料を提供することができる。
　本発明の固形状調味料は、１食分もしくは１回の使用量が個包装された形態、または、
複数食分もしくは複数回の使用量が一つに包装されもしくは一つの容器に充填された形態
で提供され得る。前記のいずれの形態で提供される場合でも、固形状調味料の吸湿による
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固結が良好に抑制される。特に、複数食分もしくは複数回の使用量が一つに包装されもし
くは一つの容器に充填された形態の固形状調味料において、包装体もしくは容器の開封後
、固形状調味料が複数回使用された場合や、包装体もしくは容器が開封され、固形状調味
料が一度使用された後、長期間保存された場合にも、吸湿による固結が良好に抑制される
。
【００４９】
　本願は、日本国で出願された特願２０１６－１３０７７５を基礎としており、その内容
は本明細書にすべて包含されるものである。

【図１】
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